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問
民
生
委
員
定
数
を
増
員
す

る
理
由
は
？

答
約
６
千
世
帯
の
増
加
、
高

齢
化
、
核
家
族
化
に
よ
り
、

高
齢
者
の
見
守
り
活
動
等
民

生
委
員
に
期
待
さ
れ
る
役
割

が
年
々
増
大
し
て
い
る
た
め
。

問
な
り
手
不
足
の
対
応
は
？

答
一
人
あ
た
り
の
負
担
を
軽

減
す
る
た
め
、
民
生
委
員
協

議
会
か
ら
意
見
を
聴
き
増
員

を
図
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
関

係
機
関
と
連
携
を
図
る
と
と

も
に
、
情
報
の
提
供
や
研
修

会
の
実
施
な
ど
、
民
生
委
員

活
動
が
し
や
す
い
環
境
整
備

に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

問
民
生
委
員
の
制
約
等
は
？

答
民
生
委
員
法
で
は
、
守
秘

義
務
を
課
す
と
と
も
に
、
そ

の
地
位
を
政
治
活
動
等
に
利

用
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。

他
の
役
職
と
の
兼
務
を
禁
止

す
る
条
文
等
は
な
い
が
、
民

生
委
員
に
期
待
さ
れ
る
役
割

が
増
大
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

で
き
る
だ
け
専
任
の
方
を
お

願
い
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

問
条
例
を
改
正
す
る
に
至
っ

た
背
景
は
。

答
厚
生
労
働
省
令
の
改
正
に

よ
り
、
介
護
事
業
所
等
で
実

施
す
る
基
準
該
当
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
で
自
立
訓
練
が
全

国
展
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た

こ
と
に
よ
る
。

問
基
準
該
当
自
立
訓
練
の
意

義
は
な
に
か
。

答
利
用
の
増
加
が
見
込
ま
れ

る
た
め
、
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業
所
等
で
の
受

け
入
れ
は
意
義
が
あ
る
。

問
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
事
業
所
等
で
障
害
者
を
受

け
入
れ
る
こ
と
に
関
し
て
課

題
は
あ
る
の
か
。

答
同
事
業
所
等
は
高
齢
者
が

利
用
す
る
施
設
で
あ
る
た
め
、

障
害
者
支
援
に
対
す
る
知
識

や
技
術
の
習
得
、
適
切
な
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
な
ど
の
課
題

が
あ
る
。
ま
た
、
規
定
さ
れ

て
い
る
指
定
自
立
訓
練
事
業

所
等
か
ら
の
技
術
的
支
援
に

つ
い
て
は
協
力
・
連
携
等
の

強
化
な
ど
も
課
題
と
な
る
。

問
条
例
改
正
に
よ
る
影
響
は
。

答
小
規
模
な
通
所
介
護
事
業

所
が
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

へ
移
行
さ
れ
る
と
、
地
域
と

の
連
携
や
事
業
の
運
営
に
透

明
性
が
確
保
さ
れ
る
と
と
も

に
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

の
特
徴
か
ら
、
市
民
の
方
が

利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
が
増

え
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。

問
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
で
、

地
域
連
携
は
ど
う
な
る
か
。

答
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事

業
所
を
運
営
す
る
事
業
者
に

は
、
地
域
と
の
連
携
や
運
営

の
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
、

運
営
推
進
会
議
の
設
置
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

問
市
の
介
護
施
策
の
今
後
の

方
向
性
は
。

答
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
構
築
を
進
め
る
と
と
も
に
、

今
後
、
増
加
が
見
込
ま
れ
る

認
知
症
の
人
へ
の
支
援
や
在

宅
医
療
と
介
護
の
連
携
等
、

住
み
慣
れ
た
地
域
で
生
活
を

継
続
す
る
た
め
の
支
援
が
必

要
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。

問
条
例
制
定
に
当
た
り
、
そ

の
経
緯
を
伺
う
。

答
歴
史
的
建
築
物
の
保
存
の

た
め
の
施
策
を
推
進
し
て
き

た
が
、
高
齢
化
や
経
済
状
況

の
変
化
に
よ
り
、
用
途
変
更

や
増
改
築
を
行
わ
ざ
る
を
得

な
い
事
例
が
増
え
、
保
存
と

活
用
の
両
方
を
図
っ
て
い
く

取
組
み
が
必
要
と
な
っ
た
。

問
こ
の
条
例
の
効
果
は
。

答
建
築
基
準
法
の
適
用
を
除

外
し
、
価
値
を
保
っ
た
ま
ま

使
い
続
け
る
た
め
に
必
要
な

増
改
築
等
が
行
え
る
。
ま
た
、

現
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
利

活
用
の
促
進
が
図
ら
れ
る
。

問
条
例
が
制
定
さ
れ
る
こ
と

で
所
有
者
へ
の
支
援
策
は
。

答
景
観
重
要
建
造
物
や
伝
統

的
建
造
物
に
は
既
に
助
成
制

度
を
設
け
て
お
り
、
こ
の
条

例
と
一
体
的
、
効
果
的
に
活

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
設
計
や
施
工
等
の
技
術

者
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、

制
度
を
活
用
し
や
す
い
環
境

づ
く
り
を
検
討
し
て
い
る
。

問
保
存
活
用
計
画
を
策
定
す

る
こ
と
へ
の
メ
リ
ッ
ト
は
？

答
所
有
者
や
建
物
の
利
用
者

は
、
あ
ら
か
じ
め
建
物
の
危

険
な
箇
所
や
課
題
を
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
、
非
常
時
の

対
応
が
取
り
や
す
い
こ
と
、

災
害
時
の
公
助
や
共
助
に
も

有
効
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。

問
保
存
活
用
計
画
の
策
定
に

当
た
り
市
の
関
与
は
？

答
所
有
者
の
手
間
や
負
担
を

少
し
で
も
軽
減
さ
せ
る
た
め
、

資
料
作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス
や

現
地
調
査
な
ど
の
サ
ポ
ー
ト

を
可
能
な
限
り
行
う
。

問
住
宅
密
集
地
に
お
け
る
安

全
対
策
は
？

答
策
定
さ
れ
た
保
存
活
用
計

画
が
建
築
基
準
法
の
要
求
す

る
機
能
を
満
た
し
て
い
る
か

確
認
す
る
こ
と
、
部
分
的
に

計
画
の
範
囲
か
ら
外
し
建
築

基
準
法
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
、

周
辺
住
民
の
協
力
を
得
て
初

期
消
火
の
た
め
の
体
制
を
組

む
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

問
市
内
に
お
け
る
対
象
と
な

る
建
築
物
の
分
布
を
伺
う
。

答
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地

区
内
の
伝
統
的
建
造
物
を
は

じ
め
、
ほ
と
ん
ど
が
中
心
市

街
地
に
集
中
し
て
い
る
。
中

心
市
街
地
以
外
で
は
、
福
原

地
区
等
に
伝
統
的
様
式
や
技

法
に
よ
る
建
築
物
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。

問
所
有
者
に
対
す
る
周
知
を

ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
。

答
所
有
者
に
は
、
単
に
説
明

会
だ
け
で
な
く
個
別
に
や
り

と
り
を
行
い
、
き
め
細
や
か

な
説
明
を
行
う
。
ま
た
、
市

民
や
事
業
者
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の

団
体
に
対
し
て
は
、
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
の
作
成
等
に
よ
り
、

広
く
情
報
を
発
信
し
て
い
く
。

議
案
第
18
号

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
基
準
等
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
22
号

歴
史
的
建
築
物
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
条
例

【
公
明
党
】【
自
由
民
主
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
14
号

民
生
委
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正

【
公
明
党
】

議
案
第
16
号

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
の
基
準
条
例
の
一
部
改
正

【
公
明
党
】


